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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

規 則

○かごしま県民交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規

則（※） （青少年男女共同参画課取扱い）１

かごしま県民交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

令和３年３月26日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県規則第14号

かごしま県民交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

かごしま県民交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成15年鹿児島県規則第

51号）の一部を次のように改正する。

別表映像関係器具の項の次に次のように加える。

通信関係器
モバイルルータ １式 360

具

附 則

この規則は，令和３年４月１日から施行する。

鹿 児 島 県 公 報
令和３年３月26日（金）第194号の８
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